
　国民年金は、納付した全額が所得税・市町村民税等の社会保険料控除

の対象となります。納めた国民年金を社会保険料控除として申告する場

合は、今年１年間に納付（納付見込みを含む）した国民年金の金額を証

明する書類の添付等が必要です。

　なお、国民年金は、被保険者本人だけではなく、その世帯の世帯主及び配偶者も連帯して納付する義務がありま

す。世帯主または配偶者としてご家族の国民年金を納付した場合は、その納付額の全額が納付した方の所得税等の

控除対象となります。

　年末調整または確定申告の手続きの際は必ずこの証明書や領収証書を添付等してください。
　紛失した場合、再発行に時間がかかります。

【専門ダイヤル電話番号】　　☎０５７０－０５－１１６５（ナビダイヤル）
　　　　　　　　　　　　　０５０から始まる電話の方は☎０３－６６７０－１１６５へおかけください。
【受付時間】　○月曜日　　　　　午前８：３０～午後７：００
　　　　　　○火曜日～金曜日　午前８：３０～午後５：１５
　　　　　　○第２土曜日　　　午前９：３０～午後４：００
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後７：００まで相談を受付します。
※祝日（第２土曜日を除く）、１２月２９日～１月３日は、ご利用いただけません。

※納付忘れ等がある場合も、年内に納付すれば、今年分の控除として申告することができます。

～国民年金の掛け金は忘れずに納めましょう～
＝年金は世代と世代の支え合い＝

年金加入者ダイヤル

社会保険料控除に証明書が必要です

ご家族の国民年金も納めている方は？

お問い合わせ先 町 民 課 戸 籍 医 療 年 金 係　（ＴＥＬ　２－２４５３）
函館年金事務所　国民年金課　（ＴＥＬ　０１３８－５６－１１６５）

１月１日～９月３０日までに
国民年金を納付された方

１０月１日以降、はじめて
国民年金を納付された方

１１月上旬に社会保険料（国民年金）
控除証明書が送付されます。

翌年２月上旬に上記同様、証明書が
送付されます。

年末調整や確定申告には
社会保険料控除証明書を！
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